
福 井 市 告 示 第 ８ ５ 号 

 福 井 市 屋 外 広 告 物 条 例 （ 平 成 ３ ０ 年 福 井 市 条 例 第 ７ ８ 号 。 以 下 「 条 例

」 と い う 。） 第 ３ 条 第 １ 項 並 び に 福 井 市 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 （ 平 成

３ １ 年 福 井 市 規 則 第 ３ ２ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） 別 表 第 １ 及 び 別 表

第 ３ か ら 別 表 第 ５ ま で に 規 定 す る 地 域 等 を 定 め た の で 、 次 の と お り 公 告

し 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

  平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ６ 日 

                福 井 市 長  東  村  新  一 

 （ 用 語 の 定 義 ） 

１  こ の 告 示 に お い て 、 「 商 業 地 域 等 」 と は 都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 年 法   

 律 第 １ ０ ０ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 第 一 種 住 居 地 域 、 第 二  

 種 住 居 地 域 、 準 住 居 地 域 、 近 隣 商 業 地 域 、 商 業 地 域 、 準 工 業 地 域 、 工 

 業 地 域 及 び 工 業 専 用 地 域 を い う 。 

 （ 市 長 が 定 め る 地 域 等 ） 

２  条 例 第 ３ 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定 に 基 づ き 、 市 長 が 定 め る 地 域 は 、 次 

 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 名 勝 の 周 囲 の 地 域 の う ち 、 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 地  

 域 と す る 。 

     名 勝      所 在 地     地 域  
養 浩 館 （ 旧 御 泉 水 屋 敷 ）  
庭 園  

福 井 市 宝 永 ３ － １ １  
 

別 図 １ の と お り  

３  条 例 第 ３ 条 第 １ 項 第 １ ６ 号 の 規 定 に 基 づ き 、 市 長 が 定 め る 地 域 は 、 

 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 都 市 公 園 の 地 域 の 周 囲 の 地 域 の う ち 同 表 の 右 欄 

 に 掲 げ る 地 域 と す る 。 た だ し 、 商 業 地 域 等 は 除 く 。 

    都 市 公 園      所 在 地     地 域  
福 井 市 総 合 運 動 公 園  福 井 市 安 田 町  別 図 ２ の と お り  
福 井 市 東 山 健 康 運 動 公 園  福 井 市 寮 町 ５ ０ － ５  別 図 ３ の と お り  

４  条 例 第 ３ 条 第 １ 項 第 １ ７ 号 及 び 規 則 別 表 第 １ の １  禁 止 地 域 等 の 表  



の 規 定 に 基 づ き 、 市 長 が 第 三 種 禁 止 地 域 と し て 定 め る 地 域 は 、 次 に 掲

げ る 高 速 自 動 車 国 道 及 び 自 動 車 専 用 道 路 並 び に こ れ ら に 接 続 す る 地 域

の 両 側 ５ ０ ０ メ ー ト ル 範 囲 と す る 。 た だ し 、 商 業 地 域 等 は 除 く 。 

 (1) 北 陸 自 動 車 道 の 全 区 間 

 (2) 中 部 縦 貫 自 動 車 道 の 全 区 間 

５  条 例 第 ３ 条 第 １ 項 第 １ ８ 号 及 び 規 則 別 表 第 １ の １  禁 止 地 域 等 の 表  

の 規 定 に 基 づ き 、 市 長 が 第 二 種 禁 止 地 域 と し て 定 め る 地 域 は 、 次 に 掲

げ る 道 路 及 び こ れ に 接 続 す る 地 域 で 、 陸 地 部 で は 道 路 の 両 側 ３ ０ ０ メ

ー ト ル 、 海 岸 部 で は 道 路 の 陸 側 ３ ０ ０ メ ー ト ル 及 び 道 路 の 海 側 の 当 該

道 路 か ら 望 見 さ れ る 範 囲 と す る 。 た だ し 商 業 地 域 等 は 除 く 。 

 (1) 一 般 国 道 ３ ０ ５ 号 の う ち 福 井 市 石 橋 町 （ 一 般 国 道 ４ １ ６ 号 と の 交 

  差 点 ） か ら 福 井 市 八 ツ 俣 町 （ 越 前 町 境 ） ま で の 区 間 

 (2) 主 要 地 方 道 鯖 江 美 山 線 の う ち 福 井 市 浄 教 寺 町 （ 金 谷 ト ン ネ ル 福 井 

  市 側 出 入 口 ） か ら 福 井 市 安 波 賀 町 （ 主 要 地 方 道 篠 尾 勝 山 線 と の 交 差 

  点 ） ま で の 区 間 

６  条 例 第 ３ 条 第 １ 項 第 １ ８ 号 及 び 規 則 別 表 第 １ の １  禁 止 地 域 等 の 表

の 規 定 に 基 づ き 、 市 長 が 第 三 種 禁 止 地 域 と し て 定 め る 地 域 は 、 次 に 掲

げ る 道 路 及 び こ れ に 接 続 す る 地 域 で 、 陸 地 部 で は 道 路 の 両 側 ３ ０ ０ メ

ー ト ル 、 海 岸 部 で は 道 路 の 陸 側 ３ ０ ０ メ ー ト ル 及 び 道 路 の 海 側 の 当 該

道 路 か ら 望 見 さ れ る 範 囲 と す る 。 た だ し 商 業 地 域 等 は 除 く 。 

 (1) 一 般 国 道 ８ 号 の 全 区 間 

 (2) 一 般 国 道 １ ５ ８ 号 の 全 区 間 

 (3) 一 般 国 道 ３ ０ ５ 号 の う ち 福 井 市 白 方 町 （ 坂 井 市 境 ） か ら 福 井 市 石 

  橋 町 （ 一 般 国 道 ４ １ ６ 号 と の 交 差 点 ） ま で の 区 間 

 (4) 一 般 国 道 ３ ６ ４ 号 の う ち 福 井 市 宇 坂 大 谷 町 （ 永 平 寺 町 境 ） か ら 福 



  井 市 田 尻 町 （ 一 般 国 道 １ ５ ８ 号 と の 交 差 点 ） ま で の 区 間 

 (5) 一 般 国 道 ４ １ ６ 号 の 全 区 間 

 (6) 主 要 地 方 道 福 井 加 賀 線 の 全 区 間 

 (7) 主 要 地 方 道 鯖 江 美 山 線 の う ち 福 井 市 浄 教 寺 町 （ 鯖 江 市 境 ） か ら 福 

  井 市 浄 教 寺 町 （ 金 谷 ト ン ネ ル 福 井 市 側 出 入 口 ） ま で の 区 間 

 (8) 主 要 地 方 道 福 井 朝 日 武 生 線 の う ち 福 井 市 下 江 守 町 （ 福 井 市 道 中 央 

  ３ － ４ ２ ０ 号 線 と の 交 差 点 ） か ら 福 井 市 在 田 町 （ 越 前 町 境 ） ま で の 

  区 間 

 (9) 主 要 地 方 道 福 井 金 津 線 の 全 区 間 

 (10)  主 要 地 方 道 篠 尾 勝 山 線 の う ち 福 井 市 篠 尾 町 （ 一 般 国 道 １ ５ ８ 号 

  と の 交 差 点 ） か ら 福 井 市 市 波 町 （ 一 般 国 道 １ ５ ８ 号 下 新 橋 北 詰 ） ま 

  で の 区 間 

７  条 例 第 ３ 条 第 １ 項 第 １ ９ 号 及 び 規 則 別 表 第 １ の １  禁 止 地 域 等 の 表

の 規 定 に 基 づ き 、 市 長 が 第 一 種 禁 止 地 域 と し て 定 め る 地 域 は 、 福 井 駅

西 口 駅 前 広 場 及 び 福 井 駅 東 口 交 通 広 場 （ 別 図 ４ の と お り ） と す る 。 

８  条 例 第 ３ 条 第 １ 項 第 ２ １ 号 及 び 規 則 別 表 第 １ の １  禁 止 地 域 等 の 表

の 規 定 に 基 づ き 、 市 長 が 定 め る 地 域 は 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 公 共 施

設 の 敷 地 の 周 囲 の 地 域 の う ち 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 地 域 と す る 。 た だ し

、 商 業 地 域 等 は 除 く 。 

      公 共 施 設              所 在 地         地 域  
ふ く い 健 康 の 森  
 

福 井 市 真 栗 町 ４ ７ － ４ ７ 、

４ ８ 、 ５ １  
別 図 ５ の と お り  
 

福 井 県 立 一 乗 谷 朝 倉

氏 遺 跡 資 料 館  
福 井 市 安 波 町 ４ － １ ０  
 

別 図 ６ の と お り  
 

福 井 県 立 音 楽 堂  福 井 市 今 市 町 ４ ０ － １ － １  別 図 ７ の と お り  
福 井 県 立 こ ど も 歴 史

文 化 館  
福 井 市 城 東 １ 丁 目 １ ８ － ２

１  
別 図 ８ の と お り  
 

福 井 県 立 図 書 館  福 井 市 下 馬 町 ５ １ － １ １  別 図 ９ の と お り  



福 井 県 立 武 道 館  福 井 市 三 ツ 屋 町 ８ － １ － １  別 図 １ ０ の と お り  

９  条 例 第 ３ 条 第 １ 項 第 ２ ４ 号 及 び 規 則 別 表 第 １ の １  禁 止 地 域 等 の 表

の 規 定 に 基 づ き 、 市 長 が 第 三 種 禁 止 地 域 と し て 定 め る 地 域 は 、 全 国 新

幹 線 鉄 道 整 備 法 （ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 ７ １ 号 ） 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 国 土 交 通 大 臣 が 認 可 し た 工 事 実 施 計 画 に 示 す 線 路 （ ト ン ネ ル と し て

整 備 が 予 定 さ れ て い る 区 間 は 除 く 。） の 中 心 線 か ら 両 側 ５ ０ ０ メ ー ト

ル の 範 囲 と す る 。 た だ し 、 商 業 地 域 等 は 除 く 。 

１ ０  規 則 別 表 第 ３ 第 ２ 項 、 規 則 別 表 第 ４ 第 １ 項 第 ２ 号 及 び 規 則 別 表 第

４ 第 ２ 項 第 ２ 号 並 び に 規 則 別 表 第 ５ 第 ２ 項 第 ３ 号 の 規 定 に 基 づ き 、 市

長 が 定 め る 場 所 及 び 地 域 は 、 次 に 掲 げ る 場 所 及 び 地 域 と す る 。 

 (1) 足 羽 川 右 岸 及 び 足 羽 山 に 係 る 市 長 が 定 め る 場 所 及 び 地 域 は 別 図 １  

  １ の と お り と す る 。 

 (2) 養 浩 館 庭 園 に 係 る 市 長 が 定 め る 場 所 及 び 地 域 は 別 図 １ ２ の と お り 

  と す る 。 

１ １  規 則 別 表 第 ３ 第 ５ 項 第 １ 号 の 規 定 に 基 づ き 市 長 が 定 め る 重 要 交 差      

点 は 、 次 に 掲 げ る 交 差 点 と す る 。 

 (1) 一 般 国 道 と 一 般 国 道 が 交 差 す る も の で 、 次 に 掲 げ る 交 差 点 

  ア  新 保 交 差 点 （ 福 井 市 開 発 町 ７ 号 １ ２ 番 地 の １ ） 

  イ  西 方 交 差 点 （ 福 井 市 和 田 １ 丁 目 １ 番 １ ５ 号 ） 

 (2) 一 般 国 道 と 県 道 が 交 差 す る も の で 、 次 に 掲 げ る 交 差 点 

  ア  板 垣 交 差 点 （ 福 井 市 板 垣 ３ 丁 目 １ ６ １ ９ 番 地 ） 

  イ  大 土 呂 交 差 点 （ 福 井 市 大 土 呂 町 ２ ８ 号 ２ 番 地 の １ ） 

  ウ  大 町 交 差 点 （ 福 井 市 下 六 条 町 ３ ５ 号 １ ０ 番 地 ） 

  エ  大 和 田 交 差 点 （ 福 井 市 大 和 田 ２ 丁 目 ２ ０ ０ １ 番 地 ） 

  オ  丸 山 交 差 点 （ 福 井 市 丸 山 １ 丁 目 １ ０ １ 番 地 ） 



  カ  南 四 ツ 居 交 差 点 （ 福 井 市 南 四 ツ 居 ２ 丁 目 １ 番 １ ９ 号 ） 

  キ  米 松 交 差 点 （ 福 井 市 米 松 １ 丁 目 １ ６ 番 ２ ７ 号 ） 

 (3) 一 般 国 道 と 市 道 が 交 差 す る も の で 、 次 に 掲 げ る 交 差 点 

  ア  羽 水 高 校 口 交 差 点 （ 福 井 市 羽 水 １ 丁 目 ７ ０ ２ 番 地 ） 

  イ  円 山 小 学 校 入 口 交 差 点 （ 福 井 市 米 松 ２ 丁 目 ２ ３ 番 ３ ５ 号 ） 

  ウ  開 発 交 差 点 （ 福 井 市 新 保 １ 丁 目 ８ ０ ８ 番 地 ） 

  エ  北 四 ツ 居 交 差 点 （ 福 井 市 米 松 ２ 丁 目 ２ ４ 番 ４ ５ 号 ） 

  オ  産 業 会 館 前 交 差 点 （ 福 井 市 羽 水 ２ 丁 目 ７ ２ ６ 番 地 ） 

  カ  下 河 北 第 ２ 交 差 点 （ 福 井 市 大 土 呂 町 １ 号 １ ５ 番 地 ） 

  キ  問 屋 団 地 入 口 交 差 点 （ 福 井 市 御 幸 ４ 丁 目 ２ ０ 番 ５ 号 ） 

  ク  森 行 交 差 点 （ 福 井 市 森 行 町 ３ 号 ８ 番 地 の １ ） 

 (4) 県 道 と 県 道 が 交 差 す る も の で 、 次 に 掲 げ る 交 差 点 

  ア  裁 判 所 前 交 差 点 （ 福 井 市 大 手 ３ 丁 目 １ ５ 番 １ ２ 号 ） 

  イ  幸 橋 北 詰 交 差 点 （ 福 井 市 中 央 １ 丁 目 １ ９ 番 １ ４ 号 ） 

  ウ  新 木 田 交 差 点 （ 福 井 市 み の り １ 丁 目 ２ ３ 番 １ ３ 号 ） 

  エ  大 名 町 交 差 点 （ 福 井 市 中 央 １ 丁 目 ６ 番 ２ ７ 号 ） 

  オ  宝 永 交 差 点 （ 福 井 市 大 手 ２ 丁 目 １ ５ 番 ２ １ 号 ） 

 (5) 県 道 と 市 道 が 交 差 す る も の で 、 次 に 掲 げ る 交 差 点 

  ア  明 里 交 差 点 （ 福 井 市 明 里 町 ９ 番 １ ５ 号 ） 

  イ  東 下 交 差 点 （ 福 井 市 宝 永 ４ 丁 目 １ ９ 番 ８ 号 ） 

  ウ  石 盛 町 交 差 点 （ 福 井 市 石 盛 町 ９ １ ４ 番 地 ） 

  エ  毛 矢 交 差 点 （ 福 井 市 毛 矢 １ 丁 目 ６ 番 ２ ５ 号 ） 

  オ  幸 橋 南 詰 交 差 点 （ 福 井 市 毛 矢 １ 丁 目 １ 番 ２ ２ 号 ） 

  カ  佐 藤 整 形 外 科 医 院 南 交 差 点 （ 福 井 市 足 羽 ２ 丁 目 １ ７ 番 １ ８ 号 ） 

  キ  仁 愛 女 子 高 校 前 交 差 点 （ 福 井 市 宝 永 ４ 丁 目 ９ 番 ２ ４ 号 ） 



  ク  繊 協 ビ ル 前 交 差 点 （ 福 井 市 大 手 ３ 丁 目 ７ 番 １ 号 ） 

  ケ  中 央 公 園 西 口 交 差 点 （ 福 井 市 順 化 １ 丁 目 ２ １ 番 １ 号 ） 

  コ  西 木 田 交 差 点 （ 福 井 市 西 木 田 １ 丁 目 ２ ０ 番 ２ ２ 号 ） 

  サ  フ ェ ニ ッ ク ス プ ラ ザ 入 口 交 差 点 （ 福 井 市 田 原 １ 丁 目 １ ０ 番 ２ ４ 

   号 ） 

  シ  福 井 市 体 育 館 入 口 交 差 点 （ 福 井 市 松 本 ４ 丁 目 １ １ 番 ７ 号 ） 

  ス  福 井 商 工 会 議 所 入 口 交 差 点 （ 福 井 市 西 木 田 １ 丁 目 １ ７ 番 １ ９ 号 

   ） 

１ ２  規 則 別 表 第 １ の ２  許 可 地 域 等 の 表 の 規 定 に 基 づ き 、 市 長 が 定 め

る 地 域 は 、 足 羽 川 及 び 足 羽 山 の 周 囲 の 地 域 の う ち 別 図 １ ３ に 示 す 地 域

と す る 。 

 （ 別 図 の 縦 覧 ） 

１ ３  こ の 告 示 に 規 定 す る 別 図 は 、 福 井 市 建 設 部 監 理 課 に お い て 縦 覧 に       

 供 す る 。 

  

 


